
令和７年度における個人情報保護法及び個人情報保護条例に基づく開示等の実施状況

１　個人情報ファイル簿及び個人情報ファイル登録簿の登録件数

２　開示、訂正及び利用停止の請求件数並びにその決定状況

 (1)　開示請求の件数及びその決定状況

ア　開示請求の件数

※

※

※

イ　開示請求の内訳

ウ　開示請求に対する決定状況

内　　訳

※

エ　部分開示及び非開示の理由の内訳

※

 (2)　訂正請求及び利用停止請求の件数並びにその決定状況

内　　訳

利用停止請求は該当なし。

３　審査請求の件数及びその概要

 (1)　審査請求の件数

 (2)　概要

４　個人情報保護に関する訴訟の概要

令和8年2月27日 自己情報の部分開示決定に対する審査請求 審理中

繰越分 警察本部長 1 0 0 1

　開示請求に係る対象文書を複数の所属で保有している場合、それぞれの所属において開示決定等を行うため、開示
請求の件数と開示決定等の件数は一致しない。
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審査請求の内容 処理の状況
令和7年6月18日 死者情報の部分開示決定に対する審査請求 審理中
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計前年度からの
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当該年度の
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処理の状況
決定

1

審理中
却　下

警察本部長

「開示請求」とは、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「法」という。）第77条の規定に
基づく保有個人情報の開示請求のうち、口頭による開示請求（法第69条第２項第１号の規定に基づく口頭による
開示請求をいう。以下同じ。）以外のものをいう。

　「警察本部情報センター」とは、岩手県警察本部庁舎に設置されている情報公開窓口をいう。

　「署情報センター」とは、各警察署庁舎に設置されている情報公開窓口をいう。
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　処理件数１件に不開示理由が複数存在する場合は、それぞれ該当する理由欄に計上しているため、部分開示と不開
示の合計件数とは一致しない。
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主な請求

警察安全相談記録簿

実施機関
提訴の件数

前年度からの 繰越件数 当該年度の 提訴件数
公安委員会 0 0
警察本部長 0 0


